
介護保険サービス事業所 
 

 

 

 

 

 
 

２０２３年４月１日より 1年間 
 

当法人では、介護職員等特定処遇改善加算の申請を行います。 

下記の金額を特定処遇改善手当として支給します。今年度は、２０２３年６月・ 

１２月、２０２４年３月の 3回に分けて一時金として支給します。 

 

支給対象職員 

対象となる職員の方は、加算対象の介護保険施設に在籍し、８時間労働の常勤処遇

職員で、２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日の期間勤務された方です。 

 

１、介護福祉士等の資格を持ち法人在籍１０年以上の方 

２１６,０００円（月額１８,０００円） 
２、その他の介護職員の方（法人在籍１０年未満） 

１０８,０００円（月額９,０００円） 
３、その他の職員の方 

５４,０００円（月額４,５００円） 
 

※6月・12月・3月の支給金額については、別途お知らせいたします。 

財源が限られておりますのでご理解をお願いいたします。 

 

２０２３年４月 
 
 

社会福祉法人黒松内つくし園 

理事長 大代 貴輝 
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